
令和８年２月19日

岐阜労働局 高山労働基準監督署

安全衛生課

化学物質対策セミナー
労働災害発生状況について



当署管内（飛騨地域）の労働災害発生状況
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令和７年12月末速報値

令和５年同期
(参考)

対前年比
増減数、増減率

令和６年令和７年

（１）1453.6%6（３）165（２）171全産業

（１）4311.8%43438製造業

22-28.9%-11（２）38（１）27建設業

666.7%4610運送業

914.3％21416林業

650.0％4812小売業

8-31.3%-51611社福祉

14-31.3％-51611旅館業

3739.4%13（１）33（１）46その他
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化学物質による労働災害

よくある労働災害 ※画像は「職場のあんぜんサイト」より引用



1.SDSを入手し、SDSの内容について関係者に周知・教育する。
➡掲示や備え付け等を行う。

2.入手したSDSをもとにリスクアセスメントを実施する。
➡リスクアセスメントの手法は複数あるため実施しやすいもの
で行う。

3.不要な溶剤等は廃棄（処分）する。
➡SDSの記載内容に基づいた処理を行ってから廃棄する。
また、地方自治体の取り扱いに基づき適切に処分する。
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化学物質による労働災害

労働災害を未然防止するために（対策の一例）



火薬類、
有機過酸化物、
自己反応性化
学品

爆弾の爆発支燃性ガス、
酸化性ガス、
酸化性液体、
酸化性固体

円上の炎可燃性ガス、
引火性ガス、
有機過酸化物

など

炎

急 性 毒 性
（区分1-3）

どくろ

高圧ガス

ガスボンベ金属腐食性物
質、
皮膚腐食性・
刺激性（区分
1A-C）など

腐食性

呼吸器感作性、
生殖細胞変異
原性、
発がん性、
生殖毒性など

健康有害性

水性環境有害
性

環境急性毒性（区
分4）、
皮膚腐食性・
刺激性（区分
2）

など

感嘆符
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化学物質による労働災害

危険有害性を表す絵表示（GHSのシンボル）



【スローガン】

慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方

ホームページはこちら
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第２回化学物質管理強調月間について

令和８年２月１日から同月28日まで
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第２回化学物質管理強調月間について

ホームページの内容（一部）



 事業場で製造・取り扱っている化学物質がリスクアセスメント（ＲＡ）対象物である
かを把握していますか

 化学物質管理者を選任していますか

 ＲＡを実施していますか

 ＲＡの結果に基づくリスク低減措置を行っていますか

 安全データシート（ＳＤＳ）とリスクアセスメントの結果等を労働者に周知し、教育
を行っていますか

（保護具を使用している場合）保護具着用管理責任者を選任していますか

（化学物質の譲渡・提供を行っている場合）ラベル表示を行い、ＳＤＳ等による通知
を行っていますか
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第２回化学物質管理強調月間について

各事業場で以下の事項を取り組んでいるかチェックしてみましょう︕


